
 

「北國スマート口座（無通帳口座）」取扱規定 

 

 

第１条（内容） 

 「北國スマート口座」とは通帳不発行方式（無通帳方式）の普通預金口座です。 

  

第２条（対象口座） 

  お申込みができる対象口座は個人および個人自営業者の「総合口座」、「普通預金口座」

となります。 

   

第３条（取引方法） 

⑴ 原則、お取引は ATM もしくはインターネットバンキングにて行います。 

⑵ 当行国内本支店窓口での手続きが必要となる場合は、キャッシュカードおよびお届け

のご印鑑をご持参のうえ、申出てください。 

 

第４条（取引明細の取扱） 

  お取引明細の確認は、インターネットバンキング、もしくは、北國おサイフアプリを

ご利用いただきます。 

 

第５条（有通帳口座への切替） 

本口座から有通帳口座への切替を希望する場合は、キャッシュカードおよび運転免許

証等の本人確認資料を持参のうえ、当行国内本支店に申出てください。 

 

第６条（解約等） 

  本口座を解約する場合は、キャッシュカードおよびお届けのご印鑑を持参のうえ、当

行国内本支店に申出てください。 

 

第７条（他規定の準用） 

  この規定に定めのない事項については、別冊の「預金規定集」の定めによるものとし

ます。 

 

以 上 


